
JP 6166994 B2 2017.7.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扁平箱型の電池容器内に正負の電極を捲回した電極群が収容配置された複数の角形二次
電池を、厚さ方向にスペーサを介在させて積層させた組電池であって、
　前記スペーサは、前記電池容器の幅広側面の幅方向端部領域に当接する当接部と、前記
幅広側面の幅方向中間領域に対向する対向部と、前記幅広側面の幅方向において前記対向
部の両端に隣接する傾斜面とを有し、
　前記当接部と前記対向部は、前記傾斜面を介して前記幅広側面の幅方向に並んでおり、
前記幅広側面に対向する表面が前記幅広側面の幅方向および高さ方向に平行な平坦面とさ
れ、
　前記傾斜面は、前記幅方向端部領域から前記幅方向中間領域に向かう方向において、前
記スペーサの厚みが減少するように傾斜していることを特徴とする組電池。
【請求項２】
　前記幅広側面の幅方向に沿う前記当接部の長さは、前記幅広側面の高さ方向中間領域か
ら高さ方向端部領域に向かう方向において漸次長くなることを特徴とする請求項１に記載
の組電池。
【請求項３】
　前記幅広側面の幅方向に沿う前記対向部の長さは、前記幅広側面の高さ方向端部領域か
ら高さ方向中間領域に向かう方向において漸次長くなることを特徴とする請求項１に記載
の組電池。
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【請求項４】
　前記スペーサは、前記高さ方向端部領域に対向する位置に前記当接部、前記傾斜面およ
び前記対向部を有し、前記高さ方向中間領域に対向する位置に前記傾斜面および前記対向
部を有することを特徴とする請求項３に記載の組電池。
【請求項５】
　前記スペーサは、前記幅広側面の高さ方向において複数に分割されていることを特徴と
する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の組電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばスペーサを介在させて複数の角形二次電池を積層させた組電池に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、再充電可能な二次電池の分野では、鉛電池、ニッケル－カドミウム電池、ニッケ
ル－水素電池等の水溶液系電池が主流であった。しかしながら、電気機器の小型化、軽量
化が進むにつれ、高いエネルギー密度を有するリチウムイオン二次電池が着目され、その
研究、開発及び商品化が急速に進められている。
【０００３】
　また、地球温暖化や枯渇燃料の観点から、電気自動車（EV）や駆動の一部を電気モータ
で補助するハイブリッド電気自動車（HEV）が各自動車メーカーで開発され、その電源と
して高容量で高出力の二次電池が求められるようになってきた。このような要求に合致す
る電源として、高電圧の非水溶液系のリチウムイオン二次電池が注目されている。特に角
形リチウムイオン二次電池はパック化した際の体積効率が優れているため、HEVまたはEV
用として角形リチウムイオン二次電池の開発への期待が高まっている。
【０００４】
　HEVまたはEV用などの大電流用途では、電池の発熱は避けられず、電池の冷却が必要と
なる。一般的には、複数の電池を直列およびまたは並列に電気的に接続して構成される組
電池の各電池間に隙間を設け、その隙間に空気などの冷却媒体を流すことで電池の冷却を
行っている。また、組電池を構成する個々の電池は、電池容器内に収容されている電極材
料が充電に伴って膨張することで、電池容器が膨張することがある。
【０００５】
　電池容器の膨張を抑制することができる組電池として、各二次電池の外面のうち最大面
積の側面（被圧迫面）が部分的に圧迫された状態で、二次電池が拘束されている二次電池
アセンブリが開示されている（下記特許文献１参照）。
【０００６】
　特許文献１に記載の二次電池アセンブリは、大電流の充放電を繰り返すハイレートで使
用される二次電池において、被圧迫面の面圧を均一に保持して二次電池の劣化を抑制する
ことを課題とし、その解決手段として接触部材と拘束部材とを有している。接触部材は、
被圧迫面に接触する、離散的に設けられた複数の接触部を有している。接触部は、被圧迫
面に向かって連結部から突出して形成されており、捲回状の電極体における捲回軸方向の
中央寄りの部位に対応する、両方の片寄り領域の間の中央領域にて被圧迫面をより弱く圧
迫する形状または配置そのものとされている。具体的には、接触部材は、被圧迫面に接触
する頂面が中央で凹となるように湾曲し、被圧迫面への圧迫力をその面内の箇所によって
異ならせることが記載されている。一方で、接触部材は、単電池のケースの端部に接触せ
ず、ケースの端部を圧迫しないように、各部材の配置が決定されることが記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】国際公開第２０１１／１５８３４１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の二次電池アセンブリでは、接触部材が単電池の被圧迫面を圧迫する
ことで被圧迫面の膨張が抑制されるが、単電池のケースの端部が固定されていないため、
車載時の振動等により単電池が移動しやすくなるなど、単電池の位置決めに課題がある。
一方で、単電池のケースの端部に圧力を加えて端部を保持した場合、ケースに応力集中が
発生する虞がある。
【０００９】
　本発明は、前記課題に鑑みてなされたものであり、角形二次電池を確実に保持して位置
決め精度を向上させると共に、電池容器に応力集中が生じることを防止しつつ、電池容器
の膨張を抑制することができる組電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成すべく、本発明の組電池は、扁平箱型の電池容器内に正負の電極を捲回
した電極群が収容配置された複数の角形二次電池を、厚さ方向にスペーサを介在させて積
層させた組電池であって、前記スペーサは、前記電池容器の幅広側面の幅方向端部領域に
当接する当接部と、前記幅広側面の幅方向中間領域に対向する対向部と、前記幅広側面の
幅方向において前記対向部の両端に隣接する傾斜面とを有し、前記傾斜面は、前記幅方向
端部領域から前記幅方向中間領域に向かう方向において、前記スペーサの厚みが減少する
ように傾斜していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の組電池によれば、角形二次電池の電池容器の幅広側面の幅方向端部領域をスペ
ーサの当接部間で確実に保持して位置決め精度を向上させると共に、スペーサの傾斜面に
よって電池容器に応力集中が生じることを防止しつつ、該幅広側面の幅方向中間領域に対
向する対向部によって電池容器の膨張を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】角形二次電池の外観斜視図。
【図２】角形二次電池の分解斜視図。
【図３】捲回群の展開斜視図。
【図４】実施形態１に係る角形二次電池モジュールの外観斜視図。
【図５】図４に示すモジュールの一対のセルホルダと角形二次電池の組立斜視図。
【図６】図４に示すモジュールの分解斜視図。
【図７】図４に示すモジュールのスペーサの断面図。
【図８】図４に示すモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正面図。
【図９】実施形態２に係るモジュールの角形二次電池とスペーサの位置関係を示す正面図
。
【図１０】実施形態３に係るモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正
面図。
【図１１】実施形態４に係るモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正
面図。
【図１２】実施形態５に係るモジュールのスペーサと角形二次電池とスペーサの位置関係
を示す正面図。
【図１３】実施形態６に係るモジュールの分解斜視図。
【図１４】実施形態６に係るモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正
面図。
【図１５】実施形態７に係るモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正
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面図。
【図１６】実施形態８に係るモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正
面図。
【図１７】実施形態９に係るモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正
面図。
【図１８】実施例１０に係るモジュールのスペーサと角形二次電池との位置関係を示す正
面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の組電池である角形二次電池モジュールの実施形態につい
て説明する。
【００１４】
[実施形態１]
（角形二次電池）
　まず、本実施形態の角形二次電池モジュールが備える角形二次電池について説明する。
図１は蓄電素子の一実施の形態としての角形二次電池１００の外観斜視図であり、図２は
角形二次電池１００の構成を示す分解斜視図である。図３は、角形二次電池１００が備え
る捲回群３の展開斜視図である。
【００１５】
　図１に示すように、角形二次電池１００は、電池缶１と電池蓋６とからなる電池容器２
を備えている。電池缶１および電池蓋６の材質は、アルミニウムまたはアルミニウム合金
などである。電池缶１は、金属材料に深絞り加工を施すことによって、一面が開口された
直方体形状の扁平箱型に形成されている。電池缶１は、長方形状の底面１ｄと、底面１ｄ
の一対の長辺のそれぞれに隣接する一対の幅広側面１ｂと、底面１ｄの一対の短辺のそれ
ぞれに隣接する一対の幅狭側面１ｃとを有している。
【００１６】
　電池蓋６は、矩形平板状であって、電池缶１の開口を塞いでレーザ溶接されている。つ
まり、電池蓋６は、電池缶１の開口を封止している。また、電池蓋６は、捲回群３の正極
電極３４（図３参照）と電気的に接続された正極側端子構成部６０と、捲回群３の負極電
極３２（図３参照）と電気的に接続された負極側端子構成部７０を備えている。
【００１７】
　正極側端子構成部６０は、正極ボルト１４、正極接続端子６２、正極外部端子６３、正
極側外部絶縁体２４および電池缶１の内部に配置されるガスケット（図示せず）、正極集
電体１８０から構成される。正極ボルト１４、正極外部端子６３、正極接続端子６２、ガ
スケットおよび正極集電体１８０は、一体的に固定され、電池蓋６に取り付けられている
。この状態において、正極集電体１８０、正極接続端子６２、正極外部端子６３は、電気
的に接続されている。また、正極集電体１８０、正極接続端子６２、正極外部端子６３は
、正極側外部絶縁体２４およびガスケットにより電池蓋６から絶縁されている。
【００１８】
　負極側端子構成部７０は、負極ボルト１２、負極接続端子７２、負極外部端子７３、負
極側外部絶縁体２２および電池缶１の内部に配置されるガスケット（図示せず）、負極集
電体１９０から構成される。負極側端子構成部７０は、正極側端子構成部６０と同様な構
造であり、負極ボルト１２、負極外部端子７３、負極接続端子７２および負極集電体１９
０は、一体的に固定され、電池蓋６に取り付けられている。この状態において、負極集電
体１９０、負極接続端子７２、負極外部端子７３は、電気的に接続されている。また、負
極集電体１９０、負極接続端子７２、負極外部端子７３は、負極側外部絶縁体２２および
ガスケットにより電池蓋６から絶縁されている。
【００１９】
　なお、正極ボルト１４及び負極ボルト１２は、それぞれ電池蓋６の外部に突出しており
、さらにねじ構造を有している。そのため組電池を作成する場合には、穴または切り欠き
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が設けられたバスバー（図示せず）に正極ボルト１４又は負極ボルト１２を挿通させ、ナ
ットで組みつける構造となる。これにより、正極外部端子６３または負極外部端子７３と
バスバーが電気的に接続される。
【００２０】
　また、電池蓋６には、ガス排出弁１０が設けられている。ガス排出弁１０は、プレス加
工によって電池蓋６を部分的に薄肉化することで形成されている。なお、薄膜部材を電池
蓋６の開口にレーザ溶接等により取り付けて、薄膜部材の薄肉部分をガス排出弁としても
よい。ガス排出弁１０は、角形二次電池１００が過充電等の異常により発熱してガスが発
生し、電池容器内の圧力が上昇して所定圧力に達したときに開裂して、内部からガスを排
出することで電池容器内の圧力を低減させる。
【００２１】
　さらに、電池蓋６には、電池容器内に電解液を注入するための注液孔（不図示）が穿設
されている。注液孔は、電解液注入後に注液栓１１によって封止される。電解液としては
、たとえば、エチレンカーボネート等の炭酸エステル系の有機溶媒に６フッ化リン酸リチ
ウム（ＬｉＰＦ６）等のリチウム塩が溶解された非水電解液を用いることができる。
【００２２】
　次に、電池缶１の内部構造について説明する。図２に示すように、電池缶１には蓋組立
体１０７に保持された捲回電極群３（以下、捲回群ともいう。）が収容されている。捲回
群３の正極電極３４（図３参照）に接合される正極集電体１８０および捲回群３の負極電
極３２（図３参照）に接合される負極集電体１９０ならびに捲回群３は、絶縁ケース１０
８に覆われた状態で電池缶１に収容されている。
【００２３】
　絶縁ケース１０８の材質は、ポリプロピレン等の絶縁性を有する樹脂であり、電池缶１
と、捲回群３とは絶縁ケース１０８によって電気的に絶縁されている。なお、本実施形態
では絶縁ケース１０８は捲回群３の幅広側面を覆う絶縁ケース幅広部１０８ａと、捲回群
３の側面部を覆う２つの絶縁ケース側面部１０８ｂから構成されるが、絶縁ケース幅広部
１０８ａと絶縁ケース側面部１０８ｂを一体とする構造であっても良い。
【００２４】
　蓋組立体１０７は、正極集電体１８０、正極接続端子６２、正極外部端子６３、正極ボ
ルト１４、正極側外部絶縁体２４、負極集電体１９０、負極接続端子７２、負極外部端子
７３、負極ボルト１２、負極側外部絶縁体２２、ガスケット及び電池蓋６を一体に組み立
てたものである。
【００２５】
　正極外部端子６３は正極集電体１８０を介して捲回群３の正極電極３４（図３参照）に
電気的に接続され、負極外部端子７３は負極集電体１９０を介して捲回群３の負極電極３
２（図３参照）に電気的に接続されている。これにより、正極外部端子６３および負極外
部端子７３を介して捲回群３から外部機器に電力が供給され、あるいは、正極外部端子６
３および負極外部端子７３を介して外部発電電力が捲回群３に供給されて充電される。
【００２６】
　正極集電体１８０は、アルミニウムまたはアルミニウム合金により形成されている。正
極集電体１８０は、電池蓋６の下面に沿って取り付けられる平板状の座面部１８１と、座
面部１８１の幅方向両端部でそれぞれ下方にほぼ９０°に折曲された一対の平面部１８２
と、これら一対の平面部１８２の先端にそれぞれ形成された平坦状の接合平面部１８３を
有する。各接合平面部１８３は、捲回群３に超音波溶接により接合される。接合平面部１
８３は、それぞれ、平面部１８２に対して傾斜した角度に折曲されている。一対の接合平
面部１８３は、電池蓋６の長辺方向中央側から外側に向かって移行するにしたがって電池
蓋６の短辺方向に互いに離反するように傾斜しており、傾斜方向は相互に逆方向であるが
中心面に対して同一の角度であり、線対称となっている。一対の接合平面部１８３は、そ
の間に捲回群３の正極箔露出部３４ｂが挿入され、捲回群３の正極箔露出部３４ｂをＶ字
状に開いた状態で、正極箔露出部３４ｂに超音波溶接により接合される。
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【００２７】
　負極集電体１９０は、銅または銅合金により形成されているが、正極集電体１８０と同
じ構造を有している。負極集電体１９０は、電池蓋６の下面に沿って取り付けられる平板
状の座面部１９１と、座面部１９１の幅方向両端部でそれぞれ下方にほぼ９０°に折曲さ
れた一対の平面部１９２と、これら一対の平面部１９２の先端にそれぞれ形成された平坦
状の接合平面部１９３を有する。各接合平面部１９３は、捲回群３に超音波溶接により接
合される。接合平面部１９３は、それぞれ、平面部１９２に対して傾斜した角度に折曲さ
れている。一対の接合平面部１９２は、電池蓋６の長辺方向中央側から外側に向かって移
行するにしたがって電池蓋６の短辺方向に互いに離反するように傾斜しており、傾斜方向
は相互に逆方向であるが中心面に対して同一の角度であり、線対称となっている。一対の
接合平面部１９３は、その間に捲回群３の負極箔露出部３２ｂが挿入され、捲回群３の負
極箔露出部３２ｂをＶ字状に開いた状態で、負極箔露出部３２ｂに超音波溶接により接合
される。
【００２８】
　次に、捲回群３について説明する。図３は、捲回群３の巻き終り側を展開した状態を示
している。発電要素である捲回群３は、長尺状の正極電極３４および負極電極３２を、セ
パレータ３３、３５を介在させて捲回中心軸Ｗ周りに扁平形状に捲回することで積層構造
とされている。
【００２９】
　正極電極３４は、正極集電体である正極箔の両面に正極活物質合剤を塗布した正極合剤
層３４ａを有し、正極箔の幅方向一方側の端部には、正極活物質合剤を塗布しない正極箔
露出部３４ｂが設けられている。負極電極３２は、負極集電体である負極箔の両面に負極
活物質合剤を塗布した負極合剤層３２ａを有し、負極箔の幅方向他方側の端部には、負極
活物質合剤を塗布しない負極箔露出部３２ｂが設けられている。正極箔露出部３４ｂと負
極箔露出部３２ｂは、電極箔の金属面が露出した領域であり、捲回中心軸Ｗ方向（図３の
幅方向）の一方側と他方側の位置に配置されるように捲回される。
【００３０】
　負極電極３２に関しては、負極活物質として非晶質炭素粉末１００重量部に対して、結
着剤として１０重量部のポリフッ化ビニリデン（以下、ＰＶＤＦという。）を添加し、こ
れに分散溶媒としてＮ－メチルピロリドン（以下、ＮＭＰという。）を添加、混練した負
極合剤を作製した。この負極合剤を厚さ１０μｍの銅箔（負極箔）の両面に溶接部（負極
箔露出部３２ｂ）を残して塗布した。その後、乾燥、プレス、裁断工程を経て、銅箔を含
まない負極活物質塗布部厚さ７０μｍの負極電極３２を得た。
【００３１】
　尚、本実施形態では、負極活物質に非晶質炭素を用いる場合について例示したが、これ
に限定されるものではなく、リチウムイオンを挿入、脱離可能な天然黒鉛や、人造の各種
黒鉛材、コークスなどの炭素質材料やＳｉやＳｎなどの化合物（例えば、ＳｉＯ、ＴｉＳ
ｉ２等）、またはそれの複合材料でもよく、その粒子形状においても、鱗片状、球状、繊
維状、塊状等、特に制限されるものではない。
【００３２】
　正極電極３４に関しては、正極活物質としてマンガン酸リチウム（化学式ＬｉＭｎ２Ｏ

４）１００重量部に対し、導電材として１０重量部の鱗片状黒鉛と結着剤として１０重量
部のＰＶＤＦとを添加し、これに分散溶媒としてＮＭＰを添加、混練した正極合剤を作製
した。この正極合剤を厚さ２０μｍのアルミニウム箔（正極箔）の両面に溶接部（正極箔
露出部３４ｂ）を残して塗布した。その後、乾燥、プレス、裁断工程を経て、アルミニウ
ム箔を含まない正極活物質塗布部厚さ９０μｍの正極電極３４を得た。
【００３３】
　また、本実施形態では、正極活物質にマンガン酸リチウムを用いる場合について例示し
たが、スピネル結晶構造を有する他のマンガン酸リチウムや一部を金属元素で置換又はド
ープしたリチウムマンガン複合酸化物や層状結晶構造を有すコバルト酸リチウムやチタン
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酸リチウムやこれらの一部を金属元素で置換またはドープしたリチウム-金属複合酸化物
を用いるようにしてもよい。
【００３４】
　また、本実施形態では、正極電極３４、負極電極３２における合剤層塗布部の結着材と
してＰＶＤＦを用いる場合について例示したが、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリブタジエン、ブチルゴム、ニトリルゴム、スチレ
ンブタジエンゴム、多硫化ゴム、ニトロセルロース、シアノエチルセルロース、各種ラテ
ックス、アクリロニトリル、フッ化ビニル、フッ化ビニリデン、フッ化プロピレン、フッ
化クロロプレン、アクリル系樹脂などの重合体およびこれらの混合体などを用いることが
できる。
【００３５】
　捲回群３の幅方向、すなわち捲回方向に直交する捲回中心軸Ｗの方向の両端部は、一方
が正極電極３４の積層部とされ、他方が負極電極３２の積層部とされている。一端に設け
られる正極電極３４の積層部は、正極合剤層３４ａが形成されていない正極箔露出部３４
ｂが積層されたものである。他端に設けられる負極電極３２の積層部は、負極合剤層３２
ａが形成されていない負極箔露出部３２ｂが積層されたものである。正極箔露出部３４ｂ
の積層部および負極箔露出部３２ｂの積層部は、それぞれ予め押し潰され、上述したよう
にそれぞれ蓋組立体１０７の正極集電体１８０および負極集電体１９０に超音波接合によ
り接続され、電極群組立体が形成される。
【００３６】
（組電池）
　次に、本実施形態の組電池である角形二次電池モジュール２００について説明する。図
４は、本実施形態のモジュール２００を示す斜視図である。以下では、モジュール２００
を作製したときの角形二次電池１００の厚さ、幅、高さの方向を、それぞれＸ、Ｙ、Ｚ方
向とする直交座標系を用いて説明する。
【００３７】
　モジュール２００は、厚さ方向（Ｘ方向）に積層された複数の角形二次電池１００と、
各角形二次電池１００を積層した状態に保持するセルホルダ９１を有している。セルホル
ダ９１は、例えば、ガラスエポキシ樹脂、ポリプロピレン、ポリブチレンテレフタレート
樹脂などの樹脂材料や、アルミニウム、銅、ステンレスなどの金属材料によって構成する
ことができる。
【００３８】
　セルホルダ９１は、複数の中間セルホルダ９２と一対の端部セルホルダ９３とからなる
。中間セルホルダ９２は、互いに隣り合う角形二次電池１００の間に介在される。端部セ
ルホルダ９３は、中間セルホルダ９２に保持された複数の角形二次電池１００の積層方向
の両端部に配置され、中間セルホルダ９２との間に角形二次電池１００を保持する。端部
セルホルダ９３は、概ね中間セルホルダ９２を角形二次電池１００の幅広側面１ｂに平行
な面で二分割した形状を有している。中間セルホルダ９２および端部セルホルダ９３が備
える複数のスペーサ１０１，１０２，１０３と開口部１１１ａ，１１１ｂに関しては後述
する。
【００３９】
　図５は、一対の中間セルホルダ９２と角形二次電池１００との組み立て状態を示す斜視
図である。図６は、図５に示す一対の中間セルホルダ９２と角形二次電池１００との分解
状態を示す斜視図である。中間セルホルダ９２は、図５及び図６に示すように、それぞれ
角形二次電池１００の電池缶１の一対の幅狭側面１ｃ，１ｃと対向する一対の側板１１１
，１１１と、電池缶１の底面１ｄと対向する底板１１２とを有する。中間セルホルダ９２
は、２つの角形二次電池１００の間に配置されるため、２つの角形二次電池１００の中間
を通り電池缶１の幅広側面１ｂに平行な面に面対称な形状を有している。したがって、中
間セルホルダ９２の側板１１１、底板１１２はそれぞれ、中間セルホルダ９２の両側に配
置された２つの角形二次電池１００の幅狭側面１ｃおよび底面１ｄに対して、電池缶１の
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厚さ方向の約半分ずつ対向している。
【００４０】
　一対の側板１１１，１１１は、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）、すなわち
角形二次電池１００の幅方向の両端部で対峙して、角形二次電池１００の積層方向（Ｘ方
向）、すなわち角形二次電池１００の厚さ方向に延在している。底板１１２は、電池缶１
の底面１ｄと垂直な方向（Ｚ方向）すなわち角形二次電池１００の高さ方向の下端部で、
角形二次電池１００の積層方向に延在して二つの側板１１１の下端部間を連結している。
また、角形二次電池１００の両側に配置された２つの中間セルホルダ９２，９２は、互い
の側板１１１，１１１および底板１１２，１１２の端部が突き合わされるか僅かに隙間を
あけて保持されることで、これらの間に角形二次電池１００を保持する空間が形成される
。
【００４１】
　一対の側板１１１，１１１は、複数のスペーサ１０１，１０２，１０３により連結され
ている。より詳細には、一対の側板１１１，１１１は、これらの下端部を連結する下端部
スペーサ１０１と、これらの上端部を連結する上端部スペーサ１０２と、これらの中間部
を連結する中間部スペーサ１０３とにより連結されている。下端部スペーサ１０１は、下
端が底板１１２と連結されている。上端部スペーサ１０２は、電池蓋６から電池缶１に内
蔵される捲回群３の電池蓋６側の湾曲部までの部分の高さに対応して、他のスペーサより
もＺ方向の幅が広くなっている。下端部スペーサ１０１と中間部スペーサ１０３との間隔
及び上端部スペーサ１０２と中間部スペーサ１０３との間隔は、中間部スペーサ１０３同
士の間隔よりも小さくなっている。各スペーサ１０１，１０２，１０３は、隣接する２つ
の電池缶１の間に配置される。すなわち、モジュール２００では、角形二次電池１００を
、厚さ方向にスペーサ１０１，１０２，１０３を介在させて積層している。
【００４２】
　側板１１１は、第１の開口部１１１ａと、第２の開口部１１１ｂと、を有している。第
１の開口部１１１ａは、Ｚ方向において下端部スペーサ１０１と中間部スペーサ１０３と
の間の位置、および、上端部スペーサ１０２と中間部スペーサ１０３との間の位置に形成
されている。第２の開口部１１１ｂは、Ｚ方向において中間部スペーサ１０３同士の間の
位置に形成されている。第１の開口部１１１ａと第２の開口部１１１ｂはＸ方向の開口幅
が等しくなっている。各開口部のＺ方向の開口高さは、各スペーサ１０１，１０２，１０
３の間隔に対応して、第１の開口部１１１ａよりも第２の開口部１１１ｂの方が大きくな
っている。
【００４３】
　スペーサ１０１，１０２，１０３は、Ｚ方向に互いに間隔をあけて配置されることで、
角形二次電池１００の電池缶１の幅広側面１ｂに沿ってその幅方向（Ｙ方向）に延びる複
数のスリット１１４，１１５を形成している。各スペーサ１０１，１０２，１０３間の間
隔に対応して、下端部スペーサ１０１と中間部スペーサ１０３との間及び上端部スペーサ
１０２と中間部スペーサ１０３との間には、Ｚ方向の幅が比較的狭い第１のスリット１１
４が形成されている。また、中間部スペーサ１０３同士の間には、Ｚ方向の幅が比較的広
い第２のスリット１１５が形成されている。第１のスリット１１４は、二つの側板１１１
の第１の開口部１１１ａを連通し、第２のスリット１１５は二つの側板１１１の第２の開
口部１１１ｂを連通している。これにより、スリット１１４，１１５に冷却媒体を通過さ
せ、角形二次電池１００の電池缶１の幅広側面１ｂを冷却できるようになっている。
【００４４】
（スペーサ）
　以下、本実施形態の中間部スペーサ１０３の構成について詳細に説明する。図７は、図
５に示す一対の中間セルホルダ９２，９２と角形二次電池１００の組み立て状態を示す斜
視図において、中間部スペーサ１０３を含むようにＸＹ平面で中間セルホルダ９２，９２
を切断した断面図である。
【００４５】
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　スペーサ１０３は、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向（Ｚ方向）において複数に分割
されている。具体的には、図５および６に示す例において、スペーサ１０３は４本に分割
されている。スペーサ１０３は、図７に示すように、電池容器２を構成する電池缶１の幅
広側面１ｂの幅方向端部領域Ｒ１に当接する当接部１２０と、幅広側面１ｂの幅方向中間
領域Ｒ２に対向する対向部１２２と、幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）において対向部１
２２の両端に隣接する傾斜面１２１とを有している。ここで、幅方向端部領域Ｒ１とは、
電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向端部から幅方向中央までの幅よりも狭い所定の幅を有す
る領域であり、幅方向中間領域Ｒ２とは、幅方向端部領域Ｒ１の間の領域である。
【００４６】
　当接部１２０は、幅広側面１ｂの幅方向においてスペーサ１０３の両端部に設けられ、
対向部１２２よりも角形二次電池１００の幅広側面１ｂに向けて突出している。すなわち
、角形二次電池１００の厚さ方向（Ｘ方向）における当接部１２０の厚さＴ１は、対向部
１２２の同方向の厚さＴ２よりも厚くなっている。これにより、対向する一対のスペーサ
１０３，１０３において、当接部１２０，１２０間の間隔Ｄ１は、対向部１２２，１２２
間の間隔Ｄ２よりも狭くなっている。換言すると、対向部１２２，１２２間の間隔Ｄ２は
、当接部１２０，１２０間の間隔Ｄ１よりも広くなっている。また、電池缶１の幅広側面
１ｂに対向する当接部１２０および対向部１２２の表面は、角形二次電池１００の幅方向
（Ｙ方向）および高さ方向（Ｚ方向）に平行な平坦面とされている。
【００４７】
　傾斜面１２１は、当接部１２０から対向部１２２に向かって、すなわち電池缶１の幅広
側面１ｂの幅方向端部領域Ｒ１から幅方向中間領域Ｒ２に向かう方向において、角形二次
電池１００の厚さ方向におけるスペーサ１０３の厚みが漸次減少するように傾斜している
。すなわち、図７に示す例において、傾斜面１２１は、幅方向端部領域Ｒ１から幅方向中
間領域Ｒ２に向かう方向において、スペーサ１０３の当接部１２０の厚さＴ１が減少する
ように傾斜している。傾斜面１２１は、図７に示す断面視で、例えばテーパ状に直線的に
形成されても良く、ある曲率半径をもって当接部１２０と対向部１２２をつなぐような曲
線状に形成されても良い。
【００４８】
　図８は、セルホルダ９１を構成する中間セルホルダ９２および端部セルホルダ９３が備
える４本の中間部スペーサ１０３と電池缶１の幅広側面１ｂとの位置関係を示す正面図で
ある。なお、下端部スペーサ１０１および上端部スペーサ１０２を含む中間部スペーサ１
０３以外のセルホルダ９１の構成は、図示を省略している。
【００４９】
　当接部１２０は、４本のスペーサ１０３のそれぞれの両端に設けられ、電池缶１の幅広
側面１ｂの幅方向端部領域Ｒ１と当接する。対向部１２２は、幅広側面１ｂの幅方向中間
領域Ｒ２に対向している。幅広側面１ｂの幅方向において、当接部１２０の内側に傾斜面
１２１が設けられ、傾斜面１２１の内側に対向部１２２が設けられている。傾斜面１２１
は、幅広側面１ｂの高さ方向（Ｚ方向）の全体、すなわち高さ方向端部領域Ｈ１および中
間領域Ｈ２に対向する位置で、幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）において当接部１２０と
対向部１２２との間に設けられている。
【００５０】
　ここで、高さ方向端部領域Ｈ１とは、電池缶１の幅広側面１ｂの上端または下端から高
さ方向中央までの幅よりも狭い所定の幅を有する領域であり、高さ方向中間領域Ｈ２とは
、幅広側面１ｂの高さ方向中央を含む、高さ方向端部領域Ｈ１，Ｈ１の間の領域である。
当接部１２０、傾斜面１２１、および対向部１２２のＹ方向の長さは、４本のスペーサ１
０３間で等しくなっている。
【００５１】
　次に、本実施形態のスペーサ１０３の作用について説明する。組電池２００を構成する
際に、個々の角形二次電池１００を充電すると、前記したように電池容器２を構成する電
池缶１が膨張する。電池缶１が膨張したときの幅方向に沿う断面形状は、電池缶１の幅方
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向中央の膨らみが最も大きく、幅方向端部に向かって膨らみが漸次減少する形状になる。
このように膨張した角形二次電池１００を、中間セルホルダ９２を介在させて積層させ、
積層方向の両端部に端部セルホルダ９３を配置し、積層方向から圧縮荷重をかけて組電池
２００を構成する。
【００５２】
　その際に、中間セルホルダ９２および端部セルホルダ９３の中間部スペーサ１０３の当
接部１２０が、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向端部領域Ｒ１に当接して電池缶１の厚さ
方向に荷重を加える。これにより、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向端部領域Ｒ１におけ
る膨張が抑制されると共に、幅広側面１ｂの幅方向端部領域Ｒ１がスペーサ１０３の当接
部１２０によって確実に保持されて位置決めされる。また、中間セルホルダ９２および端
部セルホルダ９３の下端部スペーサ１０１および上端部スペーサ１０２によって、電池缶
１の幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１が確実に保持されて位置決めされる。
【００５３】
　さらに、膨張した電池缶１の厚さが、該電池缶１の厚さ方向の両側に対向する一対のス
ペーサ１０３，１０３の対向部１２２，１２２間の間隔Ｄ２よりも大きい場合には、対向
部１２２と電池缶１の幅広側面１ｂが当接し、電池缶１の幅広側面１ｂ，１ｂが対向する
一対の対向部１２２，１２２によって厚さ方向に圧縮される。これにより、電池容器２を
構成する電池缶１の幅広側面１ｂの膨張を抑制することができ、電池性能の劣化を抑制す
ることが可能となる。
【００５４】
　また、本実施形態のスペーサ１０３は、図７に示すように、電池缶１の幅広側面１ｂの
幅方向において対向部１２２に隣接する傾斜面１２１を有し、該傾斜面１２１は幅方向端
部領域Ｒ１から幅方向中間領域Ｒ２に向かう方向において、スペーサ１０３の厚みが減少
するように傾斜している。すなわち、傾斜面１２１は、中央部の厚みが最も厚くなる凸曲
面状に膨張した電池缶１の幅広側面１ｂに沿って傾斜している。したがって、膨張した電
池缶１の幅広側面１ｂをスペーサ１０３の当接部１２０または対向部１２２によって押圧
する際に、スペーサ１０３によって電池缶１の幅広側面１ｂに応力集中が生じることを抑
制できる。これにより、電池缶１の信頼性向上と電池性能の劣化抑制の両立が可能となる
。
【００５５】
　例えば、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）に対する傾斜面１２１の傾斜角度
が、電池缶１の膨張による幅広側面１ｂの傾斜角度よりも小さい場合には、傾斜面１２１
を幅広側面１ｂに当接させ、幅広側面１ｂの膨張を抑制することができるだけでなく、傾
斜面１２１が形成されていない場合と比較して、幅広側面１ｂに作用する応力を低減する
ことができる。また、傾斜面１２１の傾斜角度が、電池缶１の幅広側面１ｂの傾斜角度と
同程度であれば、実質的に傾斜面１２１の全体を幅広側面１ｂに当接させ、幅広側面１ｂ
に作用する応力をさらに低減できる。また、傾斜面１２１の傾斜角度が幅広側面１ｂの傾
斜角度よりも大きい場合には、当接部１２０と対向部１２２との間において、スペーサ１
０３と幅広側面１ｂとの接触が回避され、傾斜面１２１と電池缶１の幅広側面１ｂとの間
に応力集中が生じることが防止される。
【００５６】
　なお、一対の対向部１２２，１２２間の間隔Ｄ２は、角形二次電池１００の電池性能の
劣化が生じるような膨張が電池缶１に発生した場合に、対向部１２２が電池缶１の幅広側
面１ｂに当接して、電池缶１の膨張を抑制するように設定されている。したがって、電池
性能に悪影響を及ぼすような膨張が電池缶１に生じない場合には、対向部１２２は電池缶
１の幅広側面１ｂに当接しない。
【００５７】
　以上説明したように、本実施形態の組電池である角形二次電池モジュール２００によれ
ば、角形二次電池１００の電池容器２を構成する電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向端部領
域Ｒ１をスペーサ１０３，１０３の当接部１２０，１２０間で確実に保持して、角形二次
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電池１００の位置決め精度を向上させることができる。また、傾斜面１２１によって幅広
側面１ｂへの応力集中を抑制しつつ、該幅広側面１ｂの幅方向中間領域Ｒ２に対向する対
向部１２２によって電池容器２の膨張を抑制することができる。
【００５８】
[実施形態２]
　次に、本発明の組電池の実施形態２について、図１から図７を援用し、図９を用いて説
明する。図９は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態の組電池である角形二次電池
モジュールの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３，１０３ａとの位置関係を示す
正面図である。
【００５９】
　本実施形態のモジュールは、セルホルダ９１を構成する中間部セルホルダ９２および端
部セルホルダ９３が備える中間部スペーサ１０３ａの構成が、前述の実施形態１の中間部
スペーサ１０３と異なっている。本実施形態のモジュールのその他の点は、前述の実施形
態１のモジュール２００と同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して説明は省
略する。
【００６０】
　本実施形態において、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向中間領域Ｈ２に対向する２本
のスペーサ１０３，１０３は、実施形態１のスペーサ１０３と同一の構成を有している。
一方、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１，Ｈ１に対向する２本のスペーサ
１０３ａ，１０３ａは、傾斜面１２１が形成されていない点で、実施形態１のスペーサ１
０３と異なっている。
【００６１】
　すなわち、本実施形態において、スペーサ１０３，１０３に設けられた傾斜面１２１は
、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向中間領域Ｈ２に対向する位置で、幅広側面１ｂの幅
方向（Ｙ方向）において当接部１２０と対向部１２２との間に設けられている。また、幅
広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向するスペーサ１０３ａの幅広側面１ｂの幅方向
における当接部１２０の長さＬ０は、それらの間のスペーサ１０３の当接部１２０の同方
向の長さＬ０よりも長い。すなわち、幅広側面１ｂの幅方向に沿う当接部１２０の長さＬ
０は、高さ方向中間領域Ｈ２から高さ方向端部領域Ｈ１に向かう方向において漸次長くな
る。
【００６２】
　電池缶１が膨張したときの電池缶１の厚さは、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向（Ｚ
方向）および幅方向（Ｙ方向）の中央で最も大きく、各方向の端部に行くほど小さくなる
。そのため、本実施形態のモジュールのように、高さ方向端部領域Ｈ１に対向するスペー
サ１０３ａにおいて傾斜面１２１を形成しなくても、電池缶１に応力集中が生じない場合
がある。
【００６３】
　したがって、本実施形態の組電池によれば、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向中間領
域に対向する実施形態１と同一の構成のスペーサ１０３を備えることで、実施形態１のモ
ジュール２００と同様の効果を得られる。加えて、幅広側面１ｂの幅方向に沿う当接部１
２０の長さＬ０は、高さ方向中間領域Ｈ２から高さ方向端部領域Ｈ１に向かう方向におい
て漸次長くなるので、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１において、スペー
サ１０３ａの相対的に長い当接部１２０によって幅広側面１ｂの幅方向端部領域Ｒ１をよ
り確実に保持することができる。
【００６４】
[実施形態３]
　次に、本発明の組電池の実施形態３について、図１から図７を援用し、図１０を用いて
説明する。図１０は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態の組電池である角形二次
電池モジュールの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３，１０３ｂとの位置関係を
示す正面図である。
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【００６５】
　本実施形態のモジュールは、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向中間領域Ｈ２に対向す
るスペーサ１０３ｂの対向部１２２の幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）における長さＬ２
が、高さ方向端部領域Ｈ１に対向するスペーサ１０３の対向部１２２の同方向の長さＬ２
よりも長い。すなわち、幅広側面１ｂの幅方向に沿う対向部１２２の長さＬ２は、高さ方
向端部領域Ｈ１から高さ方向中間領域Ｈ２に向かう方向において漸次長くなる。
【００６６】
　また、高さ方向端部領域Ｈ１に対向するスペーサ１０３の当接部１２０の同方向の長さ
Ｌ０は、高さ方向中間領域Ｈ２に対向するスペーサ１０３ｂの当接部１２０の同方向の長
さＬ０よりも長い。すなわち、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向に沿う当接部１２０の長
さＬ０は、高さ方向中間領域Ｈ２から高さ方向端部領域Ｈ１に向かう方向において漸次長
くなる。本実施形態のモジュールのその他の点は、前述の実施形態１のモジュール２００
と同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００６７】
　前記したように、電池缶１が膨張したときの電池缶１の厚さは、電池缶１の幅広側面１
ｂの高さ方向および幅方向の中央で最も大きく、各方向の端部に行くほど小さくなる。本
実施形態のモジュールによれば、前述の実施形態１のモジュール２００と同様の効果を得
られるだけでなく、当接部１２０の長さＬ０を幅広側面１ｂの高さ方向中間領域Ｈ２から
高さ方向端部領域Ｈ１に向かう方向において漸次長くすることで、電池缶１の高さ方向端
部領域Ｈ１において相対的に長い当接部１２０によって幅方向端部領域Ｒ１をより確実に
保持することができる。
【００６８】
　また、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向に沿う対向部１２２の長さＬ２は、高さ方向端
部領域Ｈ１から高さ方向中間領域Ｈ２に向かう方向において漸次長くなっているので、高
さ方向中間領域Ｈ２において、当接部１２０の位置がスペーサ１０３ｂの両端部に近くな
る。したがって、高さ方向中間領域Ｈ２において、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向端部
領域Ｒ１における応力集中をより緩和することが可能になる。
【００６９】
[実施形態４]
　次に、本発明の組電池の実施形態４について、図１から図７を援用し、図１１を用いて
説明する。図１１は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態の組電池である角形二次
電池モジュールの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３，１０３ｃとの位置関係を
示す正面図である。
【００７０】
　本実施形態のモジュールは、中間部スペーサ１０３，１０３ｃのうち、高さ方向端部領
域Ｈ１に対向する位置に配置されたスペーサ１０３は、実施形態１のスペーサ１０３と同
様に当接部１２０、傾斜面１２１および対向部１２２を有する。一方、高さ方向中間領域
Ｈ２に対向する位置に配置されたスペーサ１０３ｃは、傾斜面１２１および対向部１２２
を有するが、当接部１２０を有していない。
【００７１】
　すなわち、幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向するスペーサ１０３において、
傾斜面１２１は、幅広側面１ｂの幅方向において当接部１２０と対向部１２２との間に設
けられている。一方、高さ方向中間領域Ｈ２に対向するスペーサ１０３ｃにおいて、傾斜
面１２１は、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向両端部に設けられている。本実施形態のモ
ジュールのその他の点は、前述の実施形態１のモジュール２００と同一であるので、同一
の部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００７２】
　前記したように、電池缶１が膨張したときの電池缶１の厚さは、電池缶１の幅広側面１
ｂの高さ方向および幅方向の中央で最も大きく、各方向の端部に行くほど小さくなる。そ
のため、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向する位置に実施形態１と



(13) JP 6166994 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

同様の構成のスペーサ１０３を有し、高さ方向中間領域Ｈ２に対向するスペーサ１０３ｃ
は当接部１２０を有さないことで、実施形態１のモジュール２００と同様の効果を得られ
るだけでなく、高さ方向中間領域Ｈ２における応力集中をより緩和することが可能になる
。
【００７３】
[実施形態５]
　次に、本発明の組電池の実施形態５について、図１から図７を援用し、図１２を用いて
説明する。図１２は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態の組電池である角形二次
電池モジュールの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３ａ，１０３ｃとの位置関係
を示す正面図である。
【００７４】
　本実施形態のモジュールにおいて、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に
対向するスペーサ１０３ａは、前述の実施形態２のスペーサ１０３ａと同様の構成を有し
、幅広側面１ｂの高さ方向中間領域Ｈ２に対向するスペーサ１０３ｃは、前述の実施形態
４のスペーサ１０３ｃと同様の構成を有している。
【００７５】
　すなわち、中間部スペーサ１０３ａ，１０３ｃうち、高さ方向端部領域Ｈ１に対向する
位置のスペーサ１０３ａは、当接部１２０および対向部１２２を有し、傾斜面１２１を有
さない。一方、高さ方向中間領域Ｈ２に対向する位置のスペーサ１０３ｃは、傾斜面１２
１および対向部１２２を有し、当接部１２０を有さない。本実施形態のモジュールのその
他の点は、前述の実施形態１のモジュール２００と同一であるので、同一の部分には同一
の符号を付して説明は省略する。
【００７６】
　前記したように、電池缶１が膨張したときの電池缶１の厚さは、電池缶１の幅広側面１
ｂの高さ方向および幅方向の中央で最も大きく、各方向の端部に行くほど小さくなる。本
実施形態のモジュールによれば、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向
する位置のスペーサ１３０ａが実施形態２のスペーサ１３０ａと同様の構成を有し、高さ
方向中間領域Ｈ２に対向する位置のスペーサ１０３ｃが実施形態４のスペーサ１０３ｃと
同様の構成を有することで、実施形態１のモジュール２００と同様の効果を得られるだけ
でなく、実施形態２および４のモジュールと同様の効果を得ることができる。
【００７７】
[実施形態６]
　次に、本発明の組電池の実施形態６について、図１から図４を援用し、図１３および図
１４を用いて説明する。図１３は、実施形態１の図６に相当する、本実施形態の組電池で
ある角形二次電池モジュールの分解斜視図である。図１４は、実施形態１の図８に相当す
る、本実施形態のモジュールの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３ｄとの位置関
係を示す正面図である。
【００７８】
　本実施形態のモジュールの中間部スペーサ１０３ｄは、角形二次電池１００の高さ方向
（Ｚ方向）において一体に設けられ、下端が下端部スペーサ１０１に連結され、上端が上
端部スペーサ１０２に連結されている。また、中間部セルホルダ９２及び端部セルホルダ
９３は、側板１１１の開口部１１１ａ，１１１ｂおよびスリット１１４，１１５に代えて
、底板１１２に角形二次電池１００を冷却するための切り欠き部１１２ａを備えている。
切り欠き部１１２ａは、角形二次電池１００をセルホルダ９１に組み込んだときに、電池
缶１の底面１ｄをセルホルダ９２，９３の底板１１２から露出させて、角形二次電池１０
０の冷却を可能にしている。本実施形態のモジュールのその他の点は、前述の実施形態１
のモジュール２００と同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して説明は省略す
る。
【００７９】
　本実施形態のスペーサ１０３ｄは、角形二次電池１００の高さ方向において一体的に設



(14) JP 6166994 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

けられている以外は、図７および図８に示す実施形態１のスペーサ１０３と同様の構成を
有している。すなわち、スペーサ１０３ｄは、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向端部領域
Ｒ１に当接する当接部１２０と、幅広側面１ｂの幅方向中間領域Ｒ２に対向する対向部１
２２と、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向において対向部１２２の両端に隣接する傾斜面
１２１を有している。
【００８０】
　そして、傾斜面１２１は幅方向端部領域Ｒ１から幅方向中間領域Ｒ２に向かう方向にお
いて、スペーサ１０３ｄの厚みが減少するように傾斜している。これにより、傾斜面１２
１は、中央部の厚みが最も厚くなる凸曲面状に膨張した電池缶１の幅広側面１ｂに沿って
傾斜している。したがって、膨張した電池缶１の幅広側面１ｂをスペーサ１０３ｄの当接
部１２０または対向部１２２によって押圧する際に、スペーサ１０３によって電池缶１の
幅広側面１ｂに応力集中が生じることを防止できる。よって、電池缶１の信頼性向上と電
池性能の劣化抑制の両立が可能となる。
【００８１】
　したがって、本実施形態のモジュールによれば、実施形態１のモジュール２００と同様
に、角形二次電池１００の電池容器２を構成する電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向端部領
域Ｒ１をスペーサ１０３ｄ，１０３ｄの当接部１２０，１２０間で確実に保持して、角形
二次電池１００の位置決め精度を向上させることができる。また、傾斜面１２１によって
幅広側面１ｂへの応力集中を抑制しつつ、該幅広側面１ｂの幅方向中間領域Ｒ２に対向す
る対向部１２２によって電池容器２の膨張を抑制することができる。さらに、複数に分割
された実施形態１のスペーサ１０３と比較して、一体的に形成された面積の大きいスペー
サ１０３ｄによって電池缶１の幅広側面１ｂが押圧されるため、より確実に電池缶１の幅
広側面１ｂの膨張を抑制し、電池性能の劣化をより確実に抑制することができる。
【００８２】
[実施形態７]
　次に、本発明の組電池の実施形態７について、図１から図４および図１３を援用し、図
１５を用いて説明する。図１５は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態のモジュー
ルの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３ｅとの位置関係を示す正面図である。
【００８３】
　本実施形態のモジュールの中間部スペーサ１０３ｅは、実施形態６の中間部スペーサ１
０３ｄと同様に、角形二次電池１００の高さ方向（Ｚ方向）において一体に設けられてい
る。また、中間部スペーサ１０３ｅの傾斜面１２１は、図９に示す実施形態２の中間部ス
ペーサ１０３，１０３ａと同様に、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向中間領域Ｈ２に対
向する位置で、幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）において当接部１２０と対向部１２２と
の間に設けられる。一方、幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向する位置に、傾斜
面１２１は設けられていない。
【００８４】
　また、実施形態２と同様に、幅広側面１ｂの幅方向に沿う当接部１２０の長さＬ０は、
高さ方向中間領域Ｈ２から、高さ方向端部領域Ｈ１に向かう方向において漸次長くなって
いる。本実施形態のモジュールのその他の点は、前述の実施形態１のモジュール２００と
同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００８５】
　本実施形態のモジュールによれば、中間部スペーサ１０３ｅが角形二次電池１００の高
さ方向において一体的に設けられていることで、実施形態６の中間部スペーサ１０３ｄと
同様の効果が得られる。また、幅広側面１ｂの幅方向に沿う当接部１２０の長さＬ０は、
高さ方向中間領域Ｈ２から高さ方向端部領域Ｈ１に向かう方向において漸次長くなってい
るので、実施形態２のスペーサ１０３ａと同様に、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向端
部領域Ｈ１において、幅方向端部領域Ｒ１をスペーサ１０３ａの当接部１２０によってよ
り確実に保持することができる。
【００８６】
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[実施形態８]
　次に、本発明の組電池の実施形態８について、図１から図４および図１３を援用し、図
１６を用いて説明する。図１６は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態のモジュー
ルの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３ｆとの位置関係を示す正面図である。
【００８７】
　本実施形態のモジュールの中間部スペーサ１０３ｆは、実施形態６の中間部スペーサ１
０３ｄと同様に、角形二次電池１００の高さ方向（Ｚ方向）において一体に設けられてい
る。中間部スペーサ１０３ｆの傾斜面１２１は、図１０に示す実施形態３の中間部スペー
サ１０３，１０３ｂと同様に、幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１および高さ方向中間
領域Ｈ２の双方に対向する位置で、幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）において当接部１２
０と対向部１２２との間に設けられている。
【００８８】
　また、中間部スペーサ１０３ｆの傾斜面１２１は、図１０に示す実施形態３の中間部ス
ペーサ１０３，１０３ｂと同様に、電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向中間領域Ｈ２に対
向する対向部１２２の幅広側面１ｂの幅方向における長さＬ２が、高さ方向端部領域Ｈ１
に対向する対向部１２２の同方向の長さＬ２よりも長い。すなわち、幅広側面１ｂの幅方
向に沿う対向部１２２の長さＬ２は、高さ方向端部領域Ｈ１から高さ方向中間領域Ｈ２に
向かう方向において漸次長くなる。
【００８９】
　また、スペーサ１０３ｆの電池缶１の幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向する
当接部１２０の同方向の長さＬ０は、高さ方向中間領域Ｈ２に対向する当接部１２０の同
方向の長さＬ０よりも長い。すなわち、電池缶１の幅広側面１ｂの幅方向に沿う当接部１
２０の長さＬ０は、高さ方向中間領域Ｈ２から高さ方向端部領域Ｈ１に向かうにしたがっ
て漸次長くなる。本実施形態のモジュールのその他の点は、前述の実施形態１のモジュー
ル２００と同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して説明は省略する。
【００９０】
　本実施形態のモジュールによれば、中間部スペーサ１０３ｆが角形二次電池１００の高
さ方向において一体に設けられているので、実施形態６のモジュールと同様の効果が得ら
れる。また、幅広側面１ｂの幅方向に沿う対向部１２２の長さＬ２は、高さ方向端部領域
Ｈ１から高さ方向中間領域Ｈ２に向かう方向において漸次長くなり、同方向に沿う当接部
１２０の長さＬ０は、高さ方向中間領域Ｈ２から高さ方向端部領域Ｈ１に向かう方向にお
いて漸次長くなるので、実施形態３のモジュールと同様の効果を得ることができる。
【００９１】
[実施形態９]
　次に、本発明の組電池の実施形態９について、図１から図４および図１３を援用し、図
１７を用いて説明する。図１７は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態のモジュー
ルの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３ｇとの位置関係を示す正面図である。
【００９２】
　本実施形態のモジュールの中間部スペーサ１０３ｇは、実施形態６の中間部スペーサ１
０３ｄと同様に、角形二次電池１００の高さ方向（Ｚ方向）において一体に設けられてい
る。
【００９３】
　中間部スペーサ１０３ｇにおいては、図１１に示す実施形態４の中間部スペーサ１０３
，１０３ｃと同様に、幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向する位置で、傾斜面１
２１は、幅広側面１ｂの幅方向（Ｙ方向）において当接部１２０と対向部１２２との間に
設けられている。一方、高さ方向中間領域Ｈ２に対向する位置で、傾斜面１２１は、電池
缶１の幅広側面１ｂの幅方向両端部に設けられている。本実施形態のモジュールのその他
の点は、前述の実施形態１のモジュール２００と同一であるので、同一の部分には同一の
符号を付して説明は省略する。
【００９４】
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　本実施形態のモジュールによれば、中間部スペーサ１０３ｇが角形二次電池１００の高
さ方向において一体に設けられているので、実施形態６のモジュールと同様の効果が得ら
れる。また、傾斜面１２１は、幅広側面１ｂの高さ方向端部領域Ｈ１に対向する位置で、
当接部１２０と対向部１２２との間に設けられ、高さ方向中間領域Ｈ２に対向する位置で
、幅方向両端部に設けられているので、実施形態４のモジュールと同様の効果を得ること
ができる。
【００９５】
[実施形態１０]
　次に、本発明の組電池の実施形態１０について、図１から図４および図１３を援用し、
図１８を用いて説明する。図１８は、実施形態１の図８に相当する、本実施形態のモジュ
ールの角形二次電池１００と中間部スペーサ１０３ｈとの位置関係を示す正面図である。
【００９６】
　本実施形態のモジュールの中間部スペーサ１０３ｈは、実施形態６の中間部スペーサ１
０３ｄと同様に、角形二次電池１００の高さ方向（Ｚ方向）において一体に設けられてい
る。
【００９７】
　中間部スペーサ１０３ｈは、図１２に示す実施形態５の中間部スペーサ１０３ａ，１０
３ｃと同様に、高さ方向端部領域Ｈ１に対向する位置において、当接部１２０および対向
部１２２を有し、傾斜面１２１を有さない。また、中間部スペーサ１０３ｈは、実施形態
５の中間部スペーサ１０３ａ，１０３ｃと同様に、高さ方向中間領域Ｈ２に対向する位置
において、傾斜面１２１および対向部１２２を有し、当接部１２０を有さない。
【００９８】
　本実施形態のモジュールによれば、中間部スペーサ１０３ｈが角形二次電池１００の高
さ方向において一体に設けられているので、実施形態６のモジュールと同様の効果が得ら
れる。また、高さ方向端部領域Ｈ１に対向する位置において、当接部１２０および対向部
１２２を有し、高さ方向中間領域Ｈ２に対向する位置において、傾斜面１２１および対向
部１２２を有することで、実施形態５のモジュールと同様の効果が得られる。
【００９９】
　以上、図面を用いて本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計変更等があっ
ても、それらは本発明に含まれるものである。
【符号の説明】
【０１００】
１　　　電池缶（電池容器）
１ｂ　　幅広側面
２　　　電池容器
３　　　捲回群（電極群）
６　　　電池蓋（電池容器）
３２　　負極電極
３４　　正極電極
１００　角形二次電池
１０３　スペーサ
１２０　当接部
１２１　傾斜面
１２２　対向部
２００　モジュール（組電池）
Ｌ０　　当接部の長さ
Ｌ２　　対向部の長さ
Ｒ１　　幅方向端部領域
Ｒ２　　幅方向中間領域
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Ｈ１　　高さ方向端部領域
Ｈ２　　高さ方向中間領域
Ｘ　　　厚さ方向
Ｙ　　　幅方向
Ｚ　　　高さ方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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